
単体安定調達比率に関する定量的開示事項（2025年12月期） 2026年2月20日
株式会社山口銀行（単体）

(別紙様式第五号） （単位：百万円、％）
当四半期 前四半期

算定率考慮前金額 算定率考慮前金額

項番
満期なし 6月未満

6月以上
１年未満

1年以上 満期なし 6月未満
6月以上
１年未満

1年以上

利用可能安定調達額 （１）

1 469,586    -          -          -          469,586    452,324    -          -          -          452,324    

2 469,586    -          -          -          469,586    452,324    -          -          -          452,324    

3 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

4 3,839,008  -          -          -          3,514,861  3,783,438  -          -          -          3,462,331  

5 1,195,079  -          -          -          1,135,325  1,144,730  -          -          -          1,087,494  

6 2,643,929  -          -          -          2,379,536  2,638,707  -          -          -          2,374,837  

7 1,149,378  1,317,916  309,262    203,434    1,175,022  1,126,265  1,292,625  393,129    207,495    1,186,572  

8 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

9 1,149,378  1,317,916  309,262    203,434    1,175,022  1,126,265  1,292,625  393,129    207,495    1,186,572  

10 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

11 -          58,116     -          15,994     -          -          96,750     -          8,409      -          

12 15,994     8,409      

13 -          58,116     -          -          -          -          96,750     -          -          -          

14 5,159,469  5,101,228  

所要安定調達額 （２）

15 101,987    101,259    

16 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

17 256,589    787,898    286,172    3,927,001  3,887,797  245,744    636,120    350,548    3,927,549  3,834,085  

18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

19 -          176,987    43,282     425,973    474,162    -          171,260    35,837     419,040    462,648    

20 -          594,041    228,904    2,893,866  2,693,524  -          449,014    298,289    2,888,808  2,648,804  

21
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資
産の額

-          135,302    49,328     888,675    669,954    -          49,820     110,573    901,669    666,282    

22 -          10,749     11,139     468,377    379,560    -          10,792     10,872     461,426    373,914    

23
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資
産の額

-          5,142      5,294      147,525    101,110    -          5,205      5,191      145,652    99,872     

24 256,589    6,119      2,846      138,783    340,549    245,744    5,052      5,549      158,274    348,717    

25 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

26 63,242     37,492     8,645      96,232     190,642    61,425     41,293     8,525      92,853     184,587    

27 -          -          -          -          

28 4,850      4,123      6,161      5,236      

29 -          -          -          -          

30 2,590      2,590      1,963      1,963      

31 63,242     37,492     8,645      88,791     183,929    61,425     41,293     8,525      84,729     177,386    

32 595,336    24,615     607,081    25,294     

33 4,205,043  4,145,227  

34 122.6      123.0      

うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の
額を減ずる前）の額

うち、上記に含まれない資産及び資本の額

オフ・バランス取引

所要安定調達額合計

単体安定調達比率

うち、デリバティブ資産の額

金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金
に相当するものの額

貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券
その他これに類するものの額

うち、レベル１資産を担保とする金融機関等へ
の貸出金及びレポ形式の取引による額

うち、項番18 に含まれない金融機関等への貸
出金及びレポ形式の取引による額

うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の
額（項番18、19 及び22 に該当する額を除
く。）

うち、住宅ローン債権

うち、流動資産に該当しない有価証券その他こ
れに類するもの

相互に関係する負債がある資産

その他の資産等

うち、現物決済されるコモディティ（金を含
む。）

うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関と
の取引に関連して預託した当初証拠金又は清算
基金（連結貸借対照表に計上されないものを含
む。）

流動資産の額

個人及び中小企業等からの資金調達

うち、安定預金等の額

うち、準安定預金等の額

ホールセール資金調達

うち、適格オペレーショナル預金の額

うち、その他のホールセール資金調達の額

相互に関係する資産がある負債

その他の負債

うち、デリバティブ負債の額

うち、上記に含まれない負債の額

利用可能安定調達額合計

うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本
の額

算定率
考慮後金額

算定率
考慮後金額

資本の額

うち、普通株式等Tier1 資本、その他Tier1資
本及びTier２資本（基準日から１年を経過する
前に弁済期が到来するものを除く。)に係る基
礎項目の額


